
インフレスライド（かほく市建設工事標準請負契約約款第２５条第６項） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
請 負 額 （変動前残工事額:Ｂ） 

残工事に対する 

変動前後の差額(Ａ) 

インフレスライド変更額 
Ａ－Ｂ×1.0％ 

ただし、Ａ＞Ｂ×1.0％ 

の場合のみインフレスライド 

         適用可能 

出 来 高 残 工 事 

契約日 賃金水準 

の変更日 

請求日 基準日 工期末 

残工期 2ヶ月以上 14日以内 

（受発注者協議） 

次の賃金水準の変更日まで 


